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※お問い合わせの「Ｇ」は「グループ」を表します。

ごかのごかの
　　お知らせお知らせ

（No.453）

　

な
お
、
自
動
車
税
の
減
免
申
請
と

の
併
用
は
で
き
ま
せ
ん
。

○
減
免
申
請
時
に
持
参
す
る
も
の

　

障
害
者
手
帳
、
運
転
免
許
証

　

納
税
通
知
書
、
印
鑑

※
減
免
申
請
書
は
町
民
税
務
課
④
窓

口
に
あ
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

町
民
税
務
課　

税
務
Ｇ

　

☎
(84)
１
９
６
６
（
直
通
）

（
上
下
水
道
課
）

　

農
業
集
落
排
水
施
設
を
使
用
し
て
い

る
世
帯
や
、
公
共
下
水
道
に
接
続
さ
れ

て
い
て
、
井
戸
水
を
使
用
し
て
い
る
世

帯
（
水
道
水
と
井
戸
水
を
併
用
し
て
い

る
世
帯
を
含
む
）
は
、住
民
登
録
が
さ

れ
て
い
る
方
の
人
数
等
に
よ
り
使
用
料

を
算
定
し
て
い
ま
す
が
、
学
校
等
へ
の

進
学
や
長
期
の
入
院
、
老
人
保
健
施
設

等
の
入
所
等
に
よ
り
、
や
む
を
得
ず
住

民
票
が
異
動
で
き
な
い
場
合
に
使
用
料

の
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

該
当
す
る
世
帯
は
、
減
免
申
請
書

及
び
そ
の
他
必
要
書
類
を
提
出
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

上
下
水
道
課　

下
水
道
Ｇ

　

☎
(84)
３
３
４
６

お

し

ら

せ

（
建
設
環
境
課)

　

環
境
美
化
運
動
を
次
の
と
お
り
実

施
し
ま
す
の
で
、
み
な
さ
ん
の
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
日
時　

５
月
26
日
㈰

　

午
前
８
時
か
ら　

※
小
雨
決
行

※
延
期
の
場
合
は
、
防
災
行
政
無
線

に
よ
り
午
前
７
時
５
分
に
放
送
し
、

６
月
２
日
㈰
に
順
延
と
な
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

建
設
環
境
課　

生
活
環
境
Ｇ

　

☎
(84)
３
６
１
８
（
直
通
）

（
町
民
税
務
課
）

　

平
成
25
年
度
の
町
県
民
税
（
住
民

税
）
は
、
平
成
24
年
中
の
収
入
を
も

と
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

特
別
徴
収
（
給
与
天
引
き
）
の
方
は
、

5
月
中
旬
に
勤
務
先
へ
税
額
決
定
通
知
書

を
送
付
し
ま
す
。
ま
た
、普
通
徴
収

（
各
自
で
納
付
）、年
金
特
徴
（
年
金
天

引
き
）
の
方
は
6
月
中
旬
に
税
額
決

定
・
納
税
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

町
民
税
務
課 

税
務
Ｇ

　

☎
(84)
１
９
６
６
（
直
通
）

（
町
民
税
務
課
）

　

軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日

現
在
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

納
税
通
知
書
が
届
き
ま
し
た
ら
、

納
期
限
５
月
31
日
㈮
ま
で
に
納
付
し

て
く
だ
さ
い
。
納
付
後
は
、
納
税
証

明
書
と
車
検
証
を
必
ず
一
緒
に
保
管

し
て
く
だ
さ
い
。

　

心
身
に
障
害
の
あ
る
方
が
所
有

す
る
軽
自
動
車
ま
た
は
心
身
に
障

害
の
あ
る
方
と
生
計
を
共
に
し
て

い
る
方
が
所
有
す
る
軽
自
動
車

で
、一
定
の
条
件
に
該
当
す
る
場
合

は
、
納
期
限
7
日
前
で
あ
る
5
月

24
日
㈮
ま
で
に
申
請
す
る
こ
と
で
、

軽
自
動
車
税
が
減
免
さ
れ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

（
建
設
環
境
課
）

　

町
で
は
、
家
庭
か
ら
排
出
さ
れ
る

温
室
効
果
ガ
ス
の
削
減
及
び
地
球
温

暖
化
の
防
止
を
目
的
に
、
住
宅
用
太

陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
を
設
置
さ
れ
る

方
に
対
し
て
、
費
用
の
一
部
を
補
助

し
ま
す
。

　

申
請
の
受
付
等
に
つ
い
て
は
、
次

の
と
お
り
で
す
。

○
申
請
受
付
開
始
日

　

5
月
27
日
㈪
か
ら

※
先
着
順
（
予
算
額
に
達
し
た
と
こ

ろ
で
受
付
終
了
と
な
り
ま
す
。
）

○
対
象　

町
内
に
住
所
を
有
し
、
ま

た
は
平
成
25
年
度
中
に
町
内
へ
住
所

を
有
す
る
予
定
の
方
で
、
補
助
対
象

設
備
が
未
設
置
（
工
事
未
着
手
）
で

あ
り
、
平
成
26
年
3
月
20
日
ま
で
に

補
助
事
業
を
完
了
で
き
る
方

○
補
助
金
額

　

1
キ
ロ
ワ
ッ
ト
当
た
り
３
万
円

※
上
限
10
万
円

　

10
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
設
備
が
対
象

○
申
請
用
紙
等　

建
設
環
境
課
生
活

環
境
Ｇ
窓
口
ま
た
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
取
得
で
き
ま
す
。
詳
細
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

建
設
環
境
課　

生
活
環
境
Ｇ

　

☎
(84)
３
６
１
８
（
直
通
）

　
　

環
境
美
化
運
動
の

実
施
に
つ
い
て

住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス  

　

テ
ム
一
部
補
助
に
つ
い
て

平
成
25
年
度

町
県
民
税
に
つ
い
て

軽
自
動
車
税
の
納
付
と

減
免
の
申
請
に
つ
い
て

農
業
集
落
排
水
施
設
使
用

及
び
下
水
道
使
用
料
の

減
免
に
つ
い
て


